
平
成
二
十
七
年
六
月
十
一
日
提
出

質

問

第

二

六

七

号

「
労
働
者
派
遣
法
二
十
三
条
五
項
規
定
、
い
わ
ゆ
る
マ
ー
ジ
ン
率
の
情
報
提
供
」
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

提

出

者

岡

本

充

功
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「
労
働
者
派
遣
法
二
十
三
条
五
項
規
定
、
い
わ
ゆ
る
マ
ー
ジ
ン
率
の
情
報
提
供
」
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

本
年
六
月
一
日
提
出
「
労
働
者
派
遣
法
二
十
三
条
五
項
規
定
、
い
わ
ゆ
る
マ
ー
ジ
ン
率
の
情
報
提
供
」
に
関
す
る
質
問
主
意

書
（
第
一
八
九
回
国
会
質
問
第
二
四
九
号
。
以
下
「
主
意
書
二
四
九
号
」
と
す
る
。
）
に
対
す
る
六
月
九
日
付
の
答
弁
書
（
内

閣
衆
質
一
八
九
第
二
四
九
号
。
以
下
「
答
弁
書
」
と
す
る
。
）
を
受
け
て
、
明
確
な
回
答
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
改
め
て

以
下
の
通
り
質
問
す
る
。

一

答
弁
書
中
「
二
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
「
関
係
者
」
の
要
件
該
当
性
は
、
「
労
働
者
派
遣
法
第
二
十
三
条
第
五
項
の
趣

旨
に
鑑
み
、
派
遣
労
働
者
、
派
遣
労
働
者
と
な
り
得
る
者
、
派
遣
先
、
派
遣
先
と
な
り
得
る
者
等
を
想
定
し
て
い
る
」
と
あ

る
。

�

「
な
り
得
る
者
等
」
の
「
等
」
に
は
ど
の
よ
う
な
者
が
含
ま
れ
る
の
か
。

�

「
『
当
該
時
点
、
行
為
等
、
並
び
に
そ
の
根
拠
』
に
つ
い
て
は
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
な
い
」
と
の
回

答
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
き
、
主
意
書
二
四
九
号
に
お
け
る
質
問
は
、
「
派
遣
労
働
者
と
な
り
得
る
者
」
並
び
に
「
派
遣

先
と
な
り
得
る
者
等
」
に
該
当
す
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
者
が
、
ど
の
よ
う
な
行
為
を
行
っ
た
場
合
で
、
ど
の
時
点
を

も
っ
て
判
断
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。
該
当
す
る
場
合
と
し
な
い
場
合
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
具

一



体
例
も
明
示
し
た
上
で
回
答
を
求
め
る
。

�

情
報
提
供
を
求
め
ら
れ
た
業
者
側
が
、
情
報
提
供
を
求
め
た
者
は
「
関
係
者
」
に
あ
た
ら
な
い
と
し
て
、
情
報
の
提
供

を
拒
否
す
る
よ
う
な
場
合
は
あ
り
得
る
か
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
場
合
だ
と
考
え
て
い
る
か
。

二

答
弁
書
中
「
三
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
「
情
報
公
開
」
や
「
公
表
」
と
い
う
文
言
を
用
い
た
理
由
と
し
て
、
「
派
遣
労

働
者
と
な
り
得
る
者
、
派
遣
先
と
な
り
得
る
者
等
を
含
め
た
広
い
範
囲
の
者
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
分
か
り
や

す
く
説
明
す
る
た
め
に
適
当
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
」
だ
と
す
る
。

�

「
派
遣
労
働
者
と
な
り
得
る
者
、
派
遣
先
と
な
り
得
る
者
等
を
含
め
た
広
い
範
囲
の
者
」
と
は
、
答
弁
書
「
二
に
つ
い

て
」
に
お
け
る
「
関
係
者
」
と
全
く
同
義
か
、
も
し
異
な
る
場
合
は
ど
の
範
囲
の
者
ま
で
含
ま
れ
る
の
か
。

�

「
分
か
り
や
す
く
説
明
す
る
た
め
に
適
当
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
用
い
た
」
と
あ
る
が
、
「
関
係
者
」
が
要
件
で
あ

る
こ
と
が
、
法
律
や
政
省
令
の
み
な
ら
ず
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
い
ず
れ
か
ら
も
確
認
で
き
な
い
点
は
、
国
民
に
対
す
る
説

明
不
足
だ
と
考
え
る
。
そ
の
よ
う
な
迂
遠
な
こ
と
を
せ
ず
に
、
単
に
「
関
係
者
等
に
対
し
て
」
と
い
う
よ
う
に
、
対
象
の

明
文
化
や
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
に
お
い
て
記
載
・
説
明
を
す
れ
ば
足
り
る
の
で
は
な
い
か
、
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
方
法
に

つ
い
て
今
後
検
討
し
て
い
く
か
。

二



右
質
問
す
る
。

三


